
長岡市公告第６１号 

 

   下水道排水設備指定工事店の指定の取消しについて（公告） 

長岡市下水道排水設備指定工事店規則（平成９年長岡市規則第２３号）第１０条第１項

の規定により下水道排水設備指定工事店の指定を取り消したので、同規則第１４条の規定

により公告します。 

 

 令和８年３月１９日 

 

              長 岡 市 長   磯 田  達 伸 

 

 

１ 指定を取り消す工事店 

指 定 番 号 第 ２０３ 号 

業 者 名 坂口ポンプ店 

住 所 見附市今町２丁目１０番７０号 

 

２ 取消年月日 

 令和７年１２月３１日 


